
（別 図） 

都市・地域再生等利用区域図

 ※留意事項

  ・占用許可を行う範囲は，河川管理者所有の敷地内に限る。

・変更後の区域内で，区域の変更前にすでに許可を受けて占用を継続している区域

については，その占用が終了するまで適用しない。 
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：変更前の区域


